
1

第一・二部農水省用

令和３年度
森林及び林業の動向

令和４年度
森林及び林業施策

概要

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



2

・図表の数値は、原則として四捨五入しており、合計とは一致しない場合があります。

・本資料に記載した地図は、必ずしも、我が国の領土を包括的に示すものではありません。

・森林・林業・木材産業とSDGsの関わりを示すため、特に関連の深い目標のアイコンを

付けています。（関連する目標全てを付けているものではありません。）
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2050年カーボンニュートラルを視野に
「グリーン成長」の実現を目指す森林・林業基本計画

トピックス
1

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に
おける木材の利用の促進に関する法律」の施行
～「ウッド・チェンジ」に向けて～

トピックス
2

　建築物における木材利用をより一層進めるため、公共建
築物等木材利用促進法を改正し「脱炭素社会の実現に資す
る等のための建築物等における木材の利用の促進に関する
法律」（通称：都

ま

市
ち

の木造化推進法）として2021年10月
に施行

 ・ 国の基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般
に拡大

 ・ 「木材利用促進の日」（10月８日）、「木材利用促進月間」
（10月）を制定
 ・ 木材利用促進本部の新設（基本方針の策定等を実施）
本部長：農林水産大臣
本部員： 総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、

環境大臣

 ・ 建築物木材利用促進協定制度の創設

　川上から川下までの官民の関係者が広く参加する「ウッ
ド・チェンジ協議会」を立ち上げ、木材を利用しやすい環
境づくりに向けた取組を実施

　林野庁は、建築物に利用されている木材の炭素貯蔵量の
標準的な計算方法と表示方法を示したガイドラインを策定

ドコモショップ丹波篠山店（兵庫県丹波篠山市）
（写真提供：株式会社スウィング）

ザロイヤルパークキャンバス 札幌大通公園
（北海道札幌市）

（写真提供：三菱地所㈱）

　2021年６月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画では、再造林等により森林の適正な
管理を図りながら、建築物への木材利用等を推進し、引き続き林業・木材産業の成長産業化に取
り組むことにより、2050年カーボンニュートラルに寄与する「グリーン成長」の実現を志向

これからの施策の
５つのポイント

森林資源の適正な管理・利用
循環利用を進めつつ、多様で健全
な姿へ誘導するため、再造林や複
層林化を推進。併せて、天然生林
の保全管理や国土強靱化、森林吸
収量確保に向けた取組を加速。

「新しい林業」に向けた 
取組の展開

伐採から再造林・保育に至る収支
のプラス転換を可能とする「新しい
林業」を展開。また、「長期にわた
る持続的な経営」を実現。

木材産業の競争力の強化
外材等に対抗できる国産材製品の
供給体制を整備し、国際競争力を
向上。また、中小地場工場等は、
多様なニーズに応える多品目製品
の供給により、地場競争力を向上。

都市等における 
「第２の森林」づくり

中高層建築物や非住宅分野等での
新たな木材需要の獲得を目指す。
木材を利用することで、都市に炭
素を貯蔵し温暖化防止に寄与。

新たな山村価値の創造
山村地域において、森林サービス
産業を育成し、関係人口の拡大を
目指す。また、集落維持のため、
農林地の管理・利用など協働活動
を促進。
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 「奄
あま

美
み

大
おお

島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
じま

北
ほく

部
ぶ

及び西
いり

表
おもて

島
じま

」が
世界自然遺産に登録

トピックス
３

2021年７月、８月に発生した大雨による
山地災害等への対応

トピックス
4

　2021年７月に「奄
あま

美
み

大
おお

島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
じま

北
ほく

部
ぶ

及び西
いり

表
おもて

島
じま

」が、新たにユネスコの世界自然遺産に登録。「白
しら

神
かみ

山
さん

地
ち

」、
「屋

や

久
く

島
しま

」、「知
しれ

床
とこ

」、「小
お

笠
がさ

原
わら

諸
しょ

島
とう

」に続き、５件目

　大部分が常緑広葉樹の亜熱帯多雨林に覆われ、アマミノ
クロウサギ等の国際自然保護連合レッドリストの絶滅危惧種
95種を含め、多くの希少な生物が生育・生息

　林野庁では、遺産地域の約７割を占める国有林野のほぼ
全域を「森林生態系保護地域」に設定し、厳格に保護・管理

　今後も、国、県、地元市町村及び地域の関係者が連携し、
世界遺産委員会から出された観光管理等の要請事項に対応

　2021年７月、８月に発生した大雨により、各地で山地災害等が発生

　特に８月９日から10日にかけて、青森県の下北半島では、局地的な大雨により、山地災害が同
時多発的に発生し、土砂や流木が流出

　林野庁では、JAXAとの協定に基づく人工衛星による緊急観測や、各地の被災県等と協力したヘ
リコプターによる上空からの被害調査等を実施し、被災県等を支援

　林野庁の技術系職員や森林研究・整備機構の専門家等による、被災状況の把握や災害復旧に向
けた技術的支援を実施

　2021年７月に静岡県熱
あた

海
み

市伊
い

豆
ず

山
さん

地区で発生した土石流災害を受けて、関係機関連携の下、盛
土による災害防止に向けた総点検を実施し、必要な支援を行うとともに、危険な盛土を包括的に規
制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」を2022年３月に国会に提出

エコツアーガイド連絡協議会が行う
ガイド付きツアー（徳之島）

（写真提供：NPO法人徳之島虹の会）

マングローブ林（西表島）

アマミノクロウサギ

土砂等の流出による国道の寸断
（青森県風間浦村）

治山施設による土砂や流木の流出抑制
（青森県風間浦村）

被災県と合同のヘリコプター調査
（鹿児島県）

ヤンバルクイナ
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（１）2021年の木材不足・価格高騰の状況

【木材輸入の動向】

Ø 米国では、2020年5月以降、在宅勤務の
増加等により住宅着工戸数が急増し、2021
年に北米の製材価格は過去最高を記録。また、
コンテナの海上輸送運賃は、2020年末から
急上昇

Ø 米国や欧州における需要の高まりや海上輸
送の混乱等により、我が国の製材品輸入量は、
2021年前半まで前年を下回り、その後、徐々
に回復

Ø 製材品の輸入平均単価は、産地価格と海上
運賃の上昇を受け、大幅に上昇

【製材品・合板出荷量、木材価格の動向】

Ø 住宅需要が回復する中、輸入木材の代替と
しての国産材の需要が高まり、2021年３月
の製材品出荷量はコロナ禍前の水準まで回復
したものの、旺盛な需要には十分対応できず
価格が上昇

Ø 合板出荷量は、2021年３月以降はコロナ
禍前の水準まで回復。住宅を中心に旺盛な需
要が続いたことから、製品在庫量は減少傾向
で推移し、価格は上昇

Ø 製品価格の上昇に伴い、原木価格も上昇

（２）�国産材に係る輸入材からの転
換と安定供給に向けた取組

Ø 緊急の対応として、2021年４月以降、中
央及び地区別で需給情報連絡協議会を３巡に
わたって開催し、川上から川下までの関係者
による需給情報の共有を行うとともに国産材
製品への転換事例を周知

Ø 中長期的には、川上から川下までの連携強
化や製材工場等の供給力の向上など、国産材
の安定供給・安定需要の確保が必要。2021
年度の補正予算により、木材製品の供給力強
化に向けた乾燥施設の整備や、原木の安定供
給に向けた間伐・路網整備等を支援

2021年の木材不足・価格高騰（いわゆる
ウッドショック）への対応

特集１
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我が国の製材品の輸入平均単価
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　２： ホワイトウッド集成管柱（１等）は、 10.5㎝角、長さ2.98～

3.0m。１本を0.033075㎥に換算して算出。
　３：針葉樹合板は、厚さ1.2cm、幅91cm、長さ1.82ｍ。
資料：農林水産省「木材需給報告書」

製材品・集成材・合板価格の推移
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【木材利用の公益的意義】

Ø 我が国の人工林は、50年生を超える人工林面積が過半となり利用期。この人工林について 
「伐って、使って、植えて、育てる」ことにより、木材利用を拡大しつつ、成長が旺盛な若い森林
を造成していくことで森林吸収量を確保

Ø 森林から搬出された木材を建築物等に利用することにより、森林が吸収した炭素を長期的に貯
蔵することが可能

Ø 木材は製造・加工時のエネルギー消費が他資材よりも比較的少なく、木質バイオマスの利用に
より化石燃料を代替するなど、二酸化炭素の排出削減にも貢献

Ø このように二酸化炭素の吸収・排出削減、ひいてはカーボンニュートラルの実現に貢献する木
材利用の公益的な意義は、「都

ま

市
ち

の木造化推進法」に法定されるとともに、地球温暖化対策計画に
も反映

【グリーン成長の実現に向けて】

Ø 2021年６月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画では、再造林等により森林の適正な
管理を図りながら、引き続き林業・木材産業の成長産業化に取り組むことにより、「グリーン成長」
の実現を志向

Ø この実現に向けては、「新しい林業」等の取組により造林及び素材生産コストを下げる取組に加
え、木材、特に製材用材の安定的な需要をいかに確保し拡大していくかもポイント

Ø 木材産業は、マーケットニーズに応じて山元から原木を購入し、木材を加工・販売して需要先
につなぐ存在であり、森林・林業の持続性の確保と木材の適切な利用の推進の両面から重要な存
在であり、その競争力強化は、「グリーン成長」実現のカギ

１.   木材需要拡大と木材産業の競争力強化によるグリーン成長の実現

グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と
木材産業の競争力強化

特集２

森林（木材含む）
約4,050万CO2トン

（91％）

合計
約4,450万
CO2トン

都市緑化等
約130万CO2トン（３％）

日本の総排出量は
約11.5億CO2トン

農地・牧草地
約270万CO2トン
（６％）

森林吸収量のうち
約285万CO2トン
は、伐採木材製品
(HWP)による炭素
貯蔵

　注：吸収源活動によるCO2吸収量を計上しており、森
林については、1990年以降に間伐等の森林経営
活動等が行われている森林のCO2吸収量を計上。

資料： 国立研究開発法人国立環境研究所「2020年度（令
和２年度）の温室効果ガス排出量（確報値）につい
て」を基に林野庁作成。

加工→家庭
やオフ

ィス、地
域へ！

●公共建築物

収穫する

適材適所で使う

間伐

下刈り

主伐二度目の
間伐 植林

バランスのとれた
状態

バランスのとれた
状態

育てる

植
え
る

●住宅・一般建築物

●木製品

飲料容器
印刷用紙

●間伐材を使った
　紙製品

●木質バイオマス

O2

O2

CO2

CO2

●建設土木資材

我が国の二酸化炭素吸収量
（2020年度）
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（１）住宅における木材利用の動向

Ø 低層住宅の木造率は８割。住宅は、我が国の
木材、特に国産材の仕向先として重要な市場

Ø 2000年代以降の建築関係法令等の制定・改
正により、瑕

か

疵
し

担保責任の明確化や住宅の性能
表示等が進み、住宅の品質・性能に対するニー
ズの高まり

Ø 大工技能者が減少する中、工期短縮・コスト
削減の要求等から、プレカット材が普及

Ø このような変化を背景に、住宅に用いられる
木材製品について、寸法安定性や強度等の品質・
性能が確かな製品が求められており、人工乾燥
材の割合が向上

Ø さらに、大手住宅メーカーでは、寸法安定性
の高い集成材の利用が進み、柱材ではスギ集成
柱の利用も増加。一方、横架材では、強度に関
するニーズから輸入材の集成材が高い競争力を
持つ状況

Ø 一部の工務店は、国産材を積極的に利用。そ
の中では無垢材が多く、横架材においてもスギ
等を使用

（２） 非住宅・中高層建築物における
木材利用の動向

Ø 2021年に着工された非住宅・中高層建築物の木造率は未だ６％

Ø 2010年の公共建築物等木材利用促進法の施行以降、各年度で着工された公共建築物の木造率
は上昇（2010年度8.3%→2020年度13.9％）

Ø 民間建築物についても、人口減少予測を踏まえた住宅市場の見込みや、持続可能な資源として
の木材への注目の高まりなどを背景に、建設・設計業者や建築物の施主となる企業が、非住宅分
野・中高層分野で木造化・木質化を志向

Ø 特に低層非住宅建築物で床面積の小さいものについては木造率が比較的高く（500㎡未満の木
造率は約４割）、店舗や事務所等の様々な建築物が木造で建築

Ø 中高層建築物については、CLTや木質耐火部材等に係る技術開発の進展、建築基準の合理化
など、技術的・制度的に利用環境の整備が一定程度進み、木材を使用した12階建て商業施設や
11階建ての研修施設等の先導的な建築が進展

Ø こうした状況の中、更に木材利用を進めるため、2021年に公共建築物等木材利用促進法が改
正。ウッド・チェンジ協議会など、都市の木造化・木質化に向けた官民挙げた取組も進展

２．建築分野における木材利用の動向

特集２　グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化
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（低層住宅の木造率は約８割）
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　注：住宅とは居住専用住宅、居住専用準住宅、居住産業併用建
築物の合計であり、非住宅とはこれら以外をまとめたもの
とした。

資料：国土交通省「建築着工統計調査2021年」より林野庁作成。

用途別・階層別・構造別の着工建築物の床面積
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資料：農林水産省「木材需給報告書」

建築用製材における人工乾燥材の割合
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（１）木材製品製造業における動向

Ø 建築向けの木材製品について、製材、集成材、
合板の製品別に国産材・輸入材の供給量を見る
と、製材が最も国産材の利用が多く、３製品全体
の自給率は50％程度

Ø マーケットニーズに対応した製品を安定的に
供給することが重要

【国際競争力の強化】

Ø 大手住宅メーカー等のニーズは、品質・性能の
確かな木材製品（一般流通材）を大ロットで安定
的に調達すること

Ø 輸入材、他資材との競争がある中、大手
住宅メーカーへの木材供給を行う工場は、
規模拡大による収益の確保を進める必要。
各地に国産材を利用する大規模工場を展開

Ø 製材工場では、年間の原木消費量が１万
㎥以上の工場数と原木消費量が増加するな
ど、大規模化が進展

Ø 大規模工場は、規模拡大等による低コス
ト化に加え、製材と集成材の複合的な生産
や木質バイオマス発電などの複合経営を行
うことなどにより、コスト競争力を確保

３．木材産業の競争力強化

特集２　グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化

製材

集成材

合板

（千m³）

国内生産量（国産材） 国内生産量（国産材・輸入材混合）
国内生産量（輸入材） 輸入製品

0 5,000 10,000 15,000

　注：合板の「国内生産量（国産材）」と「国内生産量（輸入材）」
は、普通合板生産量を単板製造用原木入荷量の比率で
按分したもの。

資料：農林水産省「令和２年木材需給報告書」、財務省「貿易
統計」より試算。

製材・集成材・合板の供給量
（2020年）

＜事例＞ 大規模工場の戦略

Ø 中国木材株式会社は、宮崎県日
ひゅうが

向市に年間約70
万㎥の原木を消費する製材工場を保有

Ø 小径から大径まで幅広い径の原木も受入れ、加工
歩留りの向上を図りつつ、人工乾燥材、集成材等に
加工

Ø さらに木材製品が取れなかった原木や端材を、パ
ルプ原料として販売したり、木質バイオマス燃料と
して利用するなど、原木のフル活用による付加価値
最大化にも取組

資料：農林水産省「木材需給報告書」、林野庁木材産業課調べ。

工場の規模
（国産原木消費量）

工場数（原木消費量計）
平成16(2004)年 令和元(2019)年

10万㎥以上 0 　 （0） 12 (243万㎥)
５～10万㎥未満 13 (85万㎥) 31 (224万㎥)
１～５万㎥未満 194 (370万㎥) 209 (430万㎥)
１万㎥未満 9,213 (692万㎥) 4,130 (390万㎥)

製材工場の規模別工場数と原木消費量
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特集２　グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化

Ø	合板工場においても、年間の原木消費量が10
万㎥以上の工場数と原木消費量が増加するなど、
大規模化が進展

Ø	構造用合板を中心に、国産材利用率が向上。
輸入材製品のシェアが高いフロア台板用合板、
コンクリート型枠用合板においても国産材利用
の取組が進展

Ø	単板製造時に発生する端材の高度利用に向け、
パーティクルボードやMDF（中密度繊維板）等の
生産も実施

コラム： 規模拡大と差別化が進むオーストリア
の製材工場の状況を分析

【地場競争力の強化】

Ø	地域の製材工場等では、地域の工務店等の関
係者の様々な個々のニーズにも対応した優良材
を提供

Ø	森林所有者から住宅生産者までの関係者が一
体となって家づくりを行う「顔の見える木材での
家づくり」の取組は、2020年度には540団体、
供給戸数は19,898戸

Ø	住宅以外の木材需要にも対応。国産材の家具
建具用材向けの製材品出荷量は、2015年の3.0
万㎥から2020年には4.9万㎥まで拡大（原木消
費量換算では8.9万㎥まで拡大）

コラム： 国産広葉樹の需要拡大の可能性を分析

【木材輸出の取組】

Ø	木材輸出額は増加傾向であり、2021年は前
年比33％増の475億円

Ø	輸出先は中国向けが約５割と最も多く、その
８割が丸太で輸出され、梱包材、土木用等に利用。
また、米国向けは、フェンス材として使用され
るスギ製材の輸出が増加

Ø	「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」にお
いて、製材及び合板を重点品目とし、中国、米国、
韓国、台湾等をターゲットに、建築部材、高耐
久木材の海外販路の拡大やマーケティング等に
取り組む方針

Ø	2021年度は、インターネットを活用し、商
談会や日本産木材製品・木造技術に関する講習
会を実施

　注：普通合単板工場の集計。普通合単板工場数全体は、平
成16（2004）年は87、令和元（2019）年は46（農林
水産省「木材需給報告書」）。

資料：林野庁木材産業課調べ。

工場の規模
（国産原木消費量）

工場数（原木消費量計）
平成16(2004)年 令和元(2019)年

20万㎥以上 0 　（0） 9 (234万㎥)
10～20万㎥未満 1 (14万㎥) 12 (177万㎥)
１～10万㎥未満 11 (28万㎥) 4 (26万㎥)

合板工場の規模別工場数と原木消費量

デザイナーと製材工場等が連携して製作したヒノキの家具
（写真提供：コイヤ協議会）
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我が国の木材輸出額の推移

注１：HS44類の合計。
　２：2021年については、確々報値。
資料：財務省「貿易統計」

上海のショッピングモール外壁飾り（スギ・ヒノキ）
（写真提供：越井木材工業株式会社）
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（２）木材流通業の動向

【安定供給体制の構築】

Ø	安定供給体制の構築に向け、製材工場等は
森林組合連合会等との間で協定を結ぶこと
で、供給量及び取引価格を安定させる動きが
進展

Ø	大規模工場等との協定取引の進展等により
素材生産者から製材・合板工場等への原木の
直送量も増加

Ø	川中では、原木市売市場や製材工場等が原
木を安定的に確保するため林業へ参入するな
ど、林産複合型経営が拡大する動き

【プレカット工場の役割の拡大】

Ø	製材工場からの木材製品の出荷先として
は、約半数は木材市売市場や木材販売業者等
に販売。一方で、プレカット工場や集成材工
場への出荷割合が増加傾向

Ø	木造軸組構法におけるプレカット率は年々
上昇し、2020年には93％。プレカット工
場が設計の一部や木材の調達・品質管理を担
う場面も多く、木材製品の流通においてプレ
カット工場の役割が拡大

Ø	木材市売市場、プレカット工場とも規模拡
大・集約化が進展

（１）山の資源のフル活用

Ø	森林資源の循環利用を進めていくには、材の品質や特性に合わせた利用がなされるよう需要先
を開拓し、原木をフル活用することができる環境整備が重要

Ø	丸太価格は、製材用、合板用、チップ用の順に低下するため、どれだけ製材で利用できるかは、
再造林をするための費用を得るためにも重要

Ø	製材工場では、原木の利用率を上げるため、小径から大径まで幅広い径の原木を受け入れ、製
材品と併せて集成材ラミナを生産し、低質材や端材等を製品乾燥やバイオマス発電の燃料用に利
用する取組もみられるようになっており、こうした取組の横展開が課題

４．課題と対応

特集２　グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化

原木市売市場から合単板工場（競り売り以外）
原木市売市場から製材工場（競り売り以外）
素材生産者から木材チップ工場 素材生産者からLVL工場

素材生産者から製材工場素材生産者から合単板工場
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注１：原木市売市場から製材・合板工場（競り売り以外）につ
いては、平成28（2016）年から調査項目に追加。

　２：LVL工場及び木材チップ工場については、平成23
（2011）年より調査対象に追加。

資料：農林水産省「木材流通構造調査報告書」

素材生産者から製材工場等への直送量の推移
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資料：一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会調べ。

木造軸組構法におけるプレカット率の推移



9

特集２　グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化

（２）国産材製品の活用

【住宅分野における需要拡大】

Ø	木造軸組住宅において国産材利用割合は徐々に上昇。ツーバイフォー工法においても、九州地
方や東北地方を中心に国産材のツーバイフォー工法部材の安定供給体制が整備されつつあり、大
手住宅メーカーにおいて国産材の利用が進展

Ø	2021年に、特に輸入材比率の高い横架材等の需給がひっ迫。こうした状況に対応し、一部で
国産代替の動き。今後、こうした事例の横展開が必要

【非住宅分野・中高層分野における需要拡大】

Ø	非住宅分野・中高層分野の木造化・木質化に必
要な知見を有する設計者が不足しており、林野庁
と国土交通省が連携して講習会開催等により設計
者の育成を支援

Ø	設計・施工コスト低減に向け、普及性の高い標
準的な設計や工法等の横展開が必要

Ø	品質・性能の確かなJAS製品の供給体制の構
築が重要であり、林野庁は、利用実態に即した
JAS規格の区分や基準の合理化等を図るととも
に、JAS構造材の実証支援を実施

【大径材の利用に向けた取組】

Ø	直径が30cmを超える大径材の出材量の増加が
見込まれる一方、大径材を効率的に製材する体制
となっていない工場が多く、利用拡大に向けた取
組が必要

Ø	林野庁は、製材工場に対し、効率的な木取りが
自動でできる大径材用の製造ラインの導入を支援

（３） 木材産業における労働環境の改善等

Ø	国産材の供給力強化に向けて、林業に加え、木材産業においても労働力不足への対応が必要

Ø	林野庁は、自動製材機等の省人化・省力化機械の導入を支援するとともに、労働安全対策を推
進。業界団体は、外国人技能実習2号への木材加工職種追加に向けた取組を実施

（４）更なる国産材活用に向けた技術開発

Ø	横架材など国産材率の低い分野での利用拡大のため、大径木からの平角生産に必要な乾燥技術
の確立に向け、国立研究開発法人森林研究・整備機構で技術開発を実施

Ø	非住宅・中高層建築物の木材利用拡大に向け、CLTや耐火部材等の技術開発・普及が重要。
CLTは、2021年４月には、計９工場で年間８万㎥の生産体制

Ø	内装・家具・リフォーム分野における需要拡大に向け、圧密加工により表面硬度を高めた床板
等の製品を開発

資料：（公財）日本住宅・木材技術センター「“木でつくる”中
規模ビルのモデル設計」

木造軸組構法をベースとした４階建て事務所モデル
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資料：林政審議会資料（令和3（2021）年3月30日）

丸太末口直径別の供給量見込み
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（１）我が国の森林の状況と多面的機能

Ø	森林は、国土保全、水源涵
かん

養、
地球温暖化防止等の多面的機
能を通じて、国民生活・国民経
済に貢献

Ø	森林面積は国土面積の３分
の２
 　このうち約４割を占める人
工林は、半数が50年生を超え、
本格的な利用期

Ø	森林蓄積は人工林を中心に
年々増加し、 2020年4月末時
点で約54億㎥

Ø	森林の多面的機能や、林業・木材産業等の森林の
利用が産み出す経済・社会的効果がSDGsや2050
年カーボンニュートラル等の様々な目標達成に寄与

（２）�森林の適正な整備・保全のための
森林計画制度

Ø	2021年６月、森林・林業に関する施策の基本的
な方針となる新たな「森林・林業基本計画」を閣議
決定

Ø	同計画では、森林の整備・保全や林業・木材産業
等の事業活動等の指針とするための「森林の有する多面的機能の発揮」及び「林産物の供給及び利
用」に関する目標や、森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を規定

Ø	森林法に基づく「全国森林計画」（2021年6月変更）、「森林整備保全事業計画」（2019年策定）
により、森林の整備・保全を推進

（３）研究・技術開発及び普及の推進

Ø	2020年12月、政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定
　　同戦略では、森林吸収量の向上と炭素の長期・大量貯蔵や、食料・農林水産業の生産力向上と
持続性の両立をイノベーションで実現させることを重要分野に位置付け
　　また、農林水産省は、中長期的な視点で環境負荷軽減のイノベーションを推進するため、
2021年５月、「みどりの食料システム戦略」を策定

　　同戦略では、森林・林業分野に関して、エリートツリー等の開発・普及、自動化林業機械の開
発、ICT等の活用、高層建築物等の木造化の推進、改質リグニン等を活用した材料開発等を記載

１．森林の適正な整備・保全の推進

第Ⅰ章　森林の整備・保全

　注：齢級は、林齢を５年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を１年生として、１
～５年生を「１齢級」と数える。

資料： 林野庁「森林資源の現況」（平成29（2017）年３月31日現在）、林野庁「日本の森
林資源」（昭和43（1968）年４月）

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+ （齢級）

（万ha）
229

206

102

40 32 34 27 28 21 17 15 8 5 1 2

50年生を超える
人工林
50％

58

7 10 11

35

85

111

153 159
143

89

34
19 16 13  10 9 172216

昭和41（1966）年度
平成29（2017）年３月末現在平成29（2017）年３月末現在

資料：「森林・林業基本計画」（令和３（2021）年６月）

（百万㎥）

（年）
0

31
（実績）

42
（目標）

82
（実績）

87
（見通し）

10

20

30

40

50

60

70

100

90

80

40
（目標）

87
（見通し）

木材供給量　　　　総需要量

R1
（2019）

R7
（2025）

R12
（2030）

人工林の齢級構成の変化

「森林・林業基本計画」における木材供給量の 
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Ø	研究・技術開発の成果等は、林業普及指導員を通じて地域に普及

Ø	森林・林業について高度な知識・技術を有する森林総合監理士を育成し、市町村の森林行政や
地域の森林整備の推進を支援

（１）森林整備の推進状況

Ø	森林の多面的機能の発揮を図りつつ、資源の循環利用を進めていくため、間伐や主伐後の再造
林等の森林整備等を着実に推進
　　また、自然条件等に応じて針広混交林化を図るなど多様で健全な森林への誘導を推進

Ø	2030年度の森林吸収量目標約2.7％（2013年度総排出量比）の達成や、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向けて、森林吸収源対策の継続・強化が必要

Ø	森林所有者等による再造林、間伐、路網
整備等に対して「森林整備事業」等により
支援

Ø	伐採造林届出制度について、伐採権者と
造林権者の役割の明確化を図るために届出
様式を改正するなど、運用を見直し

Ø	我が国における2020年度（2020秋～
2021春）の山

やま

行
ゆき

苗木の生産量は、約6,600
万本
　　再造林を推進するため、苗木の安定供給
が一層重要

Ø	成長に優れたエリートツリー等につい
て、成長量、材質、花粉量が一定の基準を
満たす樹木を特定母樹として、2013年か
らの９年間で456種類を指定

Ø	特定母樹由来の苗木の2020年度（2020
秋～2021春）の生産量は、スギが九州を
中心に約280万本、グイマツ（クリーンラー
チ）が北海道で約20万本、合計約304万
本（全苗木生産の5％）

Ø	林野庁では、特定母樹を増殖する事業者の認定や採種園・採穂園の整備を推進

Ø	スギ花粉発生源対策として花粉症対策に資する苗木の生産を拡大
　　2020年度の同苗木の割合は、 スギ苗木全体の約５割

２．森林整備の動向

第Ⅰ章　森林の整備・保全

特定母樹の指定状況 （種類）
育種基本区 スギ ヒノキ カラマツ トドマツ 計
北海道 1 29 30
東北 95 18 113
関東 72 44 62 178
関西 55 40 95
九州 39 1 40
計 261 85 81 29 456

資料：林野庁研究指導課調べ。

（単位：万ha）
作業種 民有林 国有林 計

人工造林 2.3 1.1 3.4

保育等の森林施業 35 14 49

うち間伐 26 10 36

　注：間伐実績は、森林吸収源対策の実績として把握した数値であ
る。

資料：林野庁整備課、業務課調べ。

森林整備の実施状況（令和２（2020）年度）
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（２）森林経営管理制度及び森林環境税

森林経営管理制度
Ø	2019年４月に森林経営
管理法が施行され、「森林経
営管理制度」がスタート

Ø	適切な経営管理が行われ
ていない森林について、市
町村が主体となって、林業
経営者等に経営管理の集積・
集約化を図る制度

Ø	国は地域林政アドバイ
ザーの活用推進により市町
村の体制整備を支援
　　全ての都道府県において、
森林環境譲与税も活用しつ
つ、地域の実情に応じた市町村の支援を実施

Ø	2020年度末までに私有林人工林のある市町村の約5割（778市町村）において、約40万ha
の意向調査が実施され、意向調査の準備も含めると、これまで約８割の市町村が森林経営管理制
度に係る取組を実施　　

Ø	また、市町村は所有者から経営管理の委託を受ける経営管理権集積計画を策定（2020年度末 
3,458ha）し、順次、市町村による間伐の実施や林業経営者に再委託（経営管理実施権配分計画
の策定面積：2020年度末 322ha）

森林環境税・森林環境譲与税
Ø	2019年３月に「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設
　　「森林環境譲与税」については、「森林経営管理制度」の導入に合わせて2019年度から譲与開始、
「森林環境税」は2024年度から課税

Ø	森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の森林整備や人材育成・担い手の確保、都市部
における木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充当

Ø	2020年度は、間伐等の森林整備関係に取り組んだ市町村が全国の市町村の7割、人材育成が
2割、木材利用・普及啓発が3割。地域の実情に応じた様々な取組を実施

コラム：森林環境譲与税の取組状況

（３）社会全体で支える森
も

林
り

づくり
Ø	「第71回全国植樹祭」は島根県、「第44
回全国育樹祭」は北海道で開催

Ø	NPOや企業等の多様な主体が森林づく
り活動を実施
　　SDGsの機運やESG投資の流れが拡大す
る中で、森林づくりに関わろうとする企業
が増加

第Ⅰ章　森林の整備・保全

＜事例＞愛知県岡
おか

崎
ざき

市 ～境界の確認から意向調査、 
森林整備までの円滑な実施～

Ø 岡崎市では、航空写真を活用した森林資源解析により、人
工林資源がまとまっている15地区を制度の対象に選定。所
有者が将来的に森林の管理をしていけるよう地区全体の境界
確認と測量を実施し、その後に意向調査を行うことで、円滑
な意向確認と経営管理の受託につなげている

Ø	2020年度は、約57haの森林
について市が所有者から経営管
理の委託を受け、このうち約
23haを林業経営者に再委託

  　2021年度には市が約24haの 
間伐に着手するなど取組を展開 ＜境界確認の状況＞

　注：国有林の数値については、「法人の森林」の契約数及び「社
会貢献の森」制度による協定箇所数。

資料：林野庁森林利用課・経営企画課・業務課調べ。
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（１）保安林等の管理及び保全

Ø	公益的機能の発揮が特に要請される森
林を「保安林」に指定し、伐採、転用等
を規制。保安林以外の森林が転用される
場合は、「林地開発許可制度」を適切に運
用

（２）山地災害等への対応

Ø	本年に発生した山地災害等に伴う被害
額は、約676億円

Ø	大規模な被害が発生した地域には、林
野庁の技術系職員の派遣やヘリ調査等の
技術的支援及び災害復旧事業等を実施

Ø	近年、気候変動による降水形態の変化
に伴い、渓流の縦横侵食の激化や、これ
による大量の土砂・流木の流出など、山
地災害が激甚化する傾向

Ø	2020年12月に閣議決定された「防
災・減災、国土強靱

じん

化のための５か年加速化対策」等に基づき、治山対策や森林整備対策を推進

Ø	大雨や短時間強雨の発生頻度が増加傾向にある中、各地の治山施設が減災効果を発揮

（３）森林における生物多様性の保全

Ø	針広混交林化、長伐期化等による多様な森林づくり、原生的な森林生態系の保護・管理等を推
進。世界遺産、ユネスコエコパーク等においても森林の厳格な保護・管理等を推進

（４）森林被害対策の推進

野生鳥獣被害の状況及び対策

Ø	野生鳥獣による森林被害は依然として深刻であ
り、約７割がシカによる被害

Ø	防護柵の設置等による植栽木の防護、捕獲等の対
策を総合的に推進。2020年度は67万頭（対前年度
比12％増）のシカを捕獲したが、2023年度までの
半減目標達成に向けて、引き続き捕獲強化が必要

その他の森林被害の状況及び対策

Ø	松くい虫被害は、近年は減少傾向にあるものの、
最大の森林病害虫被害であり、抵抗性マツの苗木生産、薬剤等による「予防対策」や、被害木く
ん蒸等の「駆除対策」等の取組を実施

３．森林保全の動向

第Ⅰ章　森林の整備・保全

治山施設の効果事例
（令和3年7月の大雨、鹿児島県さつま町）
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東日本大震災
3,365か所
1,650億円

熊本地震
2,206か所
432億円

九州北部豪雨
（福岡県、大分県）
2,649か所
352億円　

令和元年
東日本台風
（台風第19号）
12,148か所
717億円

令和２年７月豪雨
10,462か所
956億円

（億円） （箇所数）

（年）

被害額（左軸）
被害箇所数（右軸）

紀伊半島豪雨
（台風第12号）
6,099か所
985億円

北海道胆振
東部地震
410か所
471億円
平成30年
7月豪雨
12,663か所
1,644億円

7,656

22,067

10,212

12,418

6,694

5,579

10,702
10,923

18,746

16,130

11,743

8,610

近年の山地災害等に伴う被害

　注：山地災害（林地荒廃、治山施設）及び林道施設等の被害額。
資料：林野庁治山課調べ。

シカ 4.2
（73%）

（千ha）

ノネズミ 0.7
（13%） 合計

5.7

クマ 0.3
（６%）

ノウサギ 0.2
（３%）

カモシカ 0.2
（３%）

イノシシ 0.1
（３%） サル 0.0

（０%）

注１：数値は、国有林及び民有林の合計で、森林管理局
及び都道府県からの報告に基づき、集計したもの。

　２：森林及び苗畑の被害。
資料：林野庁研究指導課、業務課調べ。

主要な野生鳥獣による森林被害面積
（令和２（2020）年度）
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（１）持続可能な森林経営の推進

Ø	2020年の世界の森林面積は41億ha（陸地面積の31％）で、アフリカ、南米等の熱帯林を中
心に世界全体としては依然として減少

Ø	我が国は、国連森林フォーラム（UNFF）、モントリオール・プロセス等の国際対話に積極的に
参画し、持続可能な森林経営に向けた取組を推進

Ø	持続可能な森林経営がされて
いることを認証する森林認証は、
国際的なFSC認証とPEFC認証、
我が国独自のSGEC認証（2016
年にPEFC認証と相互承認）等が
存在
　　オーストリアでは85％の森林
で認証を取得するなど、欧州で
は取得が進展　
　　我が国は１割程度であるが、
認証面積は増加傾向

（２）地球温暖化対策と森林

Ø	2050年カーボンニュートラル等の実現に向け、2021年10月に改訂された地球温暖化対策
計画では、2030年度の日本の温室効果ガス排出削減目標を引き上げて46％（2013年度総排出
量比）とし、森林吸収量についても約2.7％に目標を引上げ

Ø	この目標の達成に向け、間伐やエリートツリー等
も活用した再造林等の森林整備、木材利用の推進等
の森林吸収源対策を着実に実施する必要

Ø	開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の
削減等（REDD＋）の取組や、「気候変動適応計画」
（2021年10月）等に基づく適応策を推進

（３）生物多様性に関する国際的な議論

Ø	2021年10月、COP15の第一部が開催。2022
年７～９月に開催予定の第二部において、「愛知目
標」に代わる新たな目標（ポスト2020生物多様性
枠組）が議論・採択される予定　

（４）我が国の国際協力

Ø	JICAを通じた技術協力や、資金協力等の二国間
協力、国際機関（FAO、ITTO）を通じたプロジェクトの実施等の多国間協力等により、持続可能
な森林経営、木材生産国における合法性・持続可能性が確保された木材等の流通体制の構築、気
候変動対策、生物多様性の保全、山地災害対策等の推進に貢献

４．国際的な取組の推進

第Ⅰ章　森林の整備・保全
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30
（18）

28
（16）

27
（15）

3
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2

（20）
R1
（19）

我が国におけるFSC及びSGECの認証面積の推移

資料：FSC及びSGEC/PEFC-Jホームページを基に林野庁企画課作成。

地球温暖化対策計画
2021～2030年

これまでの目標 → 新たな目標

日本の
温室効果ガス

削減目標

2030年度
26%　→　46%
さらに50％の高みに
向けて挑戦を続ける

2013年度
総排出量比

森林吸収量
目標

2030年度
2.0%　→　2.7%

（同上比）

注１： これまでの目標は2016年５月の地球温暖化対策計
画、新たな目標は2021年10月の地球温暖化対策
計画に記載。

　２： 森林吸収量目標には、間伐等の森林経営活動等が行
われている森林の吸収量と、伐採木材製品（HWP）
による炭素貯蔵量を計上。

我が国の温室効果ガス排出削減と
森林吸収量の目標（地球温暖化対策計画）
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（１）林業生産の動向

Ø	我が国の林業産出額は増
加傾向で推移しているが、
2020年は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により
前年比３％減の4,831億
円

Ø	このうち約５割を占める
木材生産は前年比９％減の
2,464億円

（２）林業経営の動向

Ø	「2020年農林業センサス」によると、
林家69万戸のうち保有山林面積が
10ha未満の林家が88％を占め、小規
模・零細な所有構造

Ø	林業経営体数は約3.4万経営体で、
2005年の約20万経営体から大幅に
減少

Ø	一方、１林業経営体当たりの平均素
材生産量は増加し、年間素材生産量が
１万㎥を超える林業経営体は７割まで
伸展し、規模拡大が進行

Ø	森林組合は、森林整備の中心
的な担い手となっており、林業
従事者や山元への一層の利益還
元に向けて、経営基盤の強化が
必要

Ø	林野庁は、林業経営における
収益性の向上を図るため、提案
型集約化施業を担う「森林施業
プランナー」 、木材の有利販売
等を担う「森林経営プランナー」
の育成を支援　

１．林業の動向

第Ⅱ章　林業と山村（中山間地域）
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（18）

その他
栽培きのこ類生産
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木材生産の割合(右軸)9,020

1,015

7,861

9,180

1,913 

7,093 

7,607

2,183 

5,267 

5,312

1,969 

3,222 

4,171

1,985 

2,105 

4,257

2,189 

1,953 

3,981

1,932

1,966

4,545

2,105

2,341

1072,167

2,700

5,017

2,254

2,648

9,775

2,294 

7,285 

11,588

1,762 

9,680 

61％

50％ 46％
52％ 53％ 54％

4,831

2,260

2,464

51％

4,973

87％

　注：「その他」は、薪炭生産、林野副産物採取。
資料：農林水産省「林業産出額」

林業産出額の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」

その他
地方公共団体・財産区
個人経営体
森林組合
民間事業体

0 2005 2010 2015 2020 （年）

（経営体）

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

200,224

177,368

2,258

2,326 
3,238

2,261

1,673

2,534
1,819

1,289

2,456
1,388（4.1%）

828（2.4%）

1,994（5.9%）

140,186

125,136

87,284

77,692 34,001
27,776
（81.7%）

組織形態別の林業経営体数の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計）
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材
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1千m³未満 1千～5千m³ 5千～1万m³ 1万m³以上

2005
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2015
2020
2005
2010
2015
2020

11,258 1,695380293 13,626経営体
12,917経営体
10,490経営体
5,839経営体
1,382万㎥ 1.0千㎥/経営体

１経営体当たりの
平均素材生産量

1,562万㎥ 1.2千㎥/経営体
1,989万㎥ 1.9千㎥/経営体
2,041万㎥ 3.5千㎥/経営体

10,731 1,402423361
7,870 1,573 523524

3,743 1,048 448 600
165 366 262 589
143 313 289 817
129 358 357 1,145
77 246 313 1,406

素材生産量規模別の林業経営体数等の推移
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（３）林業労働力の動向

Ø	林業従事者数は、4.5万人（2015年）で減少傾向であり、従事者の確保・育成や所得の向上、
労働安全の確保等が課題
　　一方で、若年者率は全産業で低下する中、ほぼ横ばいで推移し、平均年齢は若返り傾向

Ø	林業の労働災害発生率は
他産業に比べて高いため、
林業経営体に対する安全巡
回指導や、林業従事者に対
する各種の研修等を実施

Ø	林業従事者の通年雇用化
が進展し、年間平均給与も
343万円（2017年）まで
上昇しているが、全産業よ
り100万円程度少ない状
況

Ø	林業に従事する女性割合は低いが、近年、林
業の機械化による女性活躍の場や女性が働き
やすい環境を整える取組を推進

コラム：林業労働災害の発生状況

コラム：林業活性化に向けた女性の取組

（４）林業経営の効率化に向けた取組

施業の集約化

Ø	効率的な作業システムにより生産性向上を図るためには、複数の所有者の森林を取りまとめ、
路網整備や間伐等の森林施業を一体的に実施する「施業の集約化」が必要

Ø	森林経営計画制度や森林経営管理制度の運用、「森林施業プランナー」の育成により施業集約化
を推進

Ø	所有者が不明な森林、境界が不明確な森林の存在が施業集約化の課題

Ø	所有者や境界の情報等を一元的に管理する
林地台帳の活用、都道府県での森林クラウド
の導入により、林業経営体に対して施業集約
化に必要となる森林情報の提供を推進

路網の整備

Ø	森林資源の充実や災害の激甚化等を踏まえ、
強靱

じん

で災害に強く、木材の大量輸送にも対応
した林道の整備を始め、林業・山村の基盤と
なる路網整備を積極的に推進

第Ⅱ章　林業と山村（中山間地域）

林業従事者数の推移

注１：高齢化率とは、65歳以上の従事者の割合。
　２：若年者率とは、35歳未満の従事者の割合。
資料：総務省「国勢調査」
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資料：厚生労働省「労働者死傷病報告」、「死亡災害報告」

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
（人）（人） 死亡災害（左軸）

死傷災害（右軸）

38 40
31

71
54

61
47 50 43 38 39

H11
（1999）

15
（03）

19
（07）

23
（11）

27
（15）

30
（18）

33 36

R1
（19）

2
（20）

13
（2001）

17
（05）

21
（09）

25
（13）

29
（17） （年）

3,191
2,974 2,874

2,3652,300 2,306 2,219

1,723
1,619

1,314 1,342 1,248
1,275

林業の労働災害発生件数の推移
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　注：林道等には、「主として木材輸送トラックが走行する作業
道」を含む。

資料：林野庁業務資料

林内路網の現状と整備の目安
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「新しい林業」に向けて

Ø	新たな森林・林業基本計画に基づき、新技術を活用して生産性や安全性を向上させ、伐採から
再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」に向けた取組を推進

Ø	現時点で実装可能な高性能林業機械や一貫作業システムの導入、低密度植栽等の取組により、
生産性の向上や造林作業の省力化、作業員賃金を向上させた上で、林業経営の黒字化が可能と試
算
　　「新しい林業」では、エリートツリーや遠隔
操作・自動化機械等の導入により、黒字幅を
拡大可能と試算　

Ø	林野庁では、ICTを活用したスマート林業
や、先端技術を活用した機械開発等を推進

コラム：素材生産費等の推移を分析

（１）きのこ類等の動向

Ø	特用林産物は林業産出額の約５割

Ø	特用林産物の生産額の８割以上がきのこ類
で、その生産量については近年ほぼ横ばい

Ø	きのこ生産者戸数は減少傾向

Ø	きのこ類の消費拡大に向けた取組を支援

（２）�薪炭・竹材・漆の動向

Ø	木炭の生産量は長期的に減少傾向で推移

Ø	竹材の生産量は2010年から増加に転じた
が、2020年は前年より４％減少し、103万
束（3.1万トン）

Ø	国産漆の生産量は、2014年度に文
化庁が国宝・重要文化財建造物の保存
修理に原則として国産漆を使用する方
針としたことを背景に、近年増加傾向
で推移

２．特用林産物の動向

第Ⅱ章　林業と山村（中山間地域）

小型遠隔操作式下刈り機

注１：乾しいたけは生重量換算値。
　２：2000年までの「その他」はひらたけ、まつたけ、きくら

げ類の合計。2005年以降の「その他」はひらたけ、まつ
たけ、きくらげ類等の合計。

資料：林野庁「特用林産基礎資料」
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（１）山村の現状

Ø	山村は、林業を始め様々な生業が営まれる場であり、森林の多面的機能の発揮に重要な役割

Ø	「山村振興法」に基づく振興山村は国土面積の約５割、林野面積の約６割を占めるが、過疎化・
高齢化が進行し、空き家の増加等、様々な問題が発生　　

Ø	山村集落の維持・活性化を図る上で、地
域資源を活かした産業の育成や、農林地の
管理及び利用等を担う集落の新たな支え手
の確保が重要

（２）山村の活性化

Ø	山村の豊富な森林・水資源、景観、文化
等に対しては、都市住民や外国人旅行客か
ら大きな関心

Ø	山村地域での生活を成り立たせていくた
めには、地域資源を活かした産業の育成等
を通じた山村の内発的な発展が不可欠であり、森林資源を活用して、林業・木材産業を成長発展
させるほか、特用林産物、広葉樹、ジビエなどの地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援

Ø	協働活動を通じたコミュニティの維持・活性化のため、地域住民や地域外関係者（関係人口等）
による里山林の継続的な保全管理や利用等の協働活動を促進

Ø	林業高校・大学校への就学、「緑の雇用」事業によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住
を促進

Ø	健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を利用しようとする新たな動きを受け、山村地域
における新たな雇用と収入機会を生み出し、関係人口の創出・拡大にもつながる「森林サービス
産業」の創出を推進

３．山村（中山間地域）の動向

＜事例＞ 
企業の健康経営を新たなターゲットに森林空間を活用したモニターツアーを実施

Ø NPO法人猪之頭振興協議会（静岡県富
ふ

士
じの

宮
みや

市）は、地域資源を活かしたインバウンド向けツ
アーの実施等の取組を従来より実施

Ø 健康経営に取り組む企業に着目した新たな体験ツアーでは、参加
者は、森林空間で自己と向き合う瞑

めい

想、湧水を巡るe-bike（電動アシ
ストマウンテンバイク）ツアー、ご来光を浴びる早朝リラックスプロ
グラムなどを体験し、心身の健康状態を計測

Ø 心理的回復効果は、体験後１か月間持続するとの結果。これら心
身の健康状態のデータは、健康経営に興味のある地元企業にも共有

第Ⅱ章　林業と山村（中山間地域）

　注：市町村担当者を対象とした調査結果。
資料：総務省及び国土交通省「過疎地域等における集落の状況に

関する現況把握調査」（令和２（2020）年３月）
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（１）世界の木材需給の動向

Ø	世界の産業用丸太消費量は、近年およそ20億㎥で推移し、2020年は前年比２％減の19億
8,602万㎥（丸太換算。以下同じ）

Ø	世界の産業用丸太の輸入量は前年比３％減の１億3,615万㎥。最大の輸入国は中国で、世界
の輸入量に占める割合は近年上昇し、2020年は44%

（２）我が国の木材需給の動向

Ø	木材需要量は、2009年を底に増
加傾向だが、2020年は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、前年
比9.1％減の7,444万㎥

Ø	国産材供給量は、2002年を底に
増加傾向で、2020年は前年比0.5％
増の3,115万㎥

Ø	木材輸入量は、2020年は製材品等
の木材製品の輸入量が減少したことに
より、前年比15％減の4,329万㎥　

Ø	木材自給率は、上昇傾向で推移しており、 2020
年には10年連続で上昇し、前年比4.0ポイント上
昇の41.8％と1972年以来の40％超えを記録。
製材用材は前年比0.6ポイント上昇の47.2％

（３）木材価格の動向

Ø	2021年のスギ・ヒノキの製材品価格は大幅に
上昇、素材価格は上昇、国産の木材チップ価格は
やや下落

（４）違法伐採対策

Ø	2017年に施行された合法伐採木材等の流通及
び利用の促進に関する法律により、全ての事業者
は、合法伐採木材等を利用するよう努めなければ
ならないと規定
　　特に木材関連事業者は、取り扱う木材等について合法性の確認等の取組を実施

Ø	合法伐採木材等利用確保のための措置を適切かつ確実に行う木材関連事業者は、「登録木材関
連事業者」として登録。現在、登録件数は581件（2022年3月末時点）。第一種登録木材関連事
業者によって合法性が確認された木材は約3,000万㎥（2020年木材需要量の約４割）

１．木材需給の動向

第Ⅲ章　木材需給・利用と木材産業

資料：林野庁「木材需給表」
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パルプ･チップ用材
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国産材が原料 輸入材が原料 輸入製品

1,012万m³
（41.1%）

286万m³
（11.6%）

1,162万m³
（47.2%）
1,162万m³
（47.2%）

429万m³
（48.1%）

43万m³
（4.8%）

420万m³
（47.0%）
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（47.0%）
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（17.0%）
442万m³
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（2.7%）

175万m³
（96.6%）
175万m³
（96.6%）

388万m³
（30.3%）

893万m³
（69.7%）
893万m³
（69.7%）

1万m³
（0.7%）

注１：しいたけ原木については省略している。
　２：いずれも丸太換算値。
　３：計の不一致は四捨五入による。
　４： 「パルプ・チップ用材」のチップ及び「燃料材」とし

て使用されるチップは、丸太を原料として製造された
チップに限る。

　５： 「製材用材」の「輸入製品」には、集成材等を含む。「パ
ルプ・チップ用材」の「輸入製品」には、再生木材（パー
ティクルボード等）を含む。

資料： 林野庁「令和２（2020）年木材需給表」

2020年の木材需給の構成
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（１）建築分野における木材利用

建築分野全般における取組

Ø	１～３階建ての低層住宅については、木造率は80％を超えるが、４階建て以上の中高層建築
物及び非住宅建築物の木造率はいずれも低位

Ø	住宅分野は木材需要において重要。非住宅・中高層分野は需要拡大の余地

Ø	建築物における木材利用をさらに促進するため、対象を公共建築物から建築物一般に拡大すべ
く、2021年10月１日に公共建築物等木材利用促進法を改正。創設された「建築物木材利用促進
協定制度」については、2022年３月
15日時点で、国において５件、地方
公共団体において５件の協定が締結

公共建築物等における木材利用

Ø	2020年度に着工された公共建築物
の木造率（床面積ベース）は13.9％、
うち低層は29.7％

Ø	都道府県ごとでは、低層の木造率
にばらつきがあるものの、４割を超
える県も存在

Ø	林野庁では、木造非住宅建築物の
整備に取り組む地域協議会に対し、
専門家派遣などの技術的支援を実施

Ø	また、地域材利用のモデルとなる
ような公共建築物の木造化・内装木
質化を支援

（２）木質バイオマスの利用

木質バイオマスのエネルギー利用

Ø	エネルギー利用された木質バイオマス量は年々増
加し、2020年における燃料材の国内消費量は前年
比23％増の1,280万㎥、うち国内生産量は同
29％増の892万㎥

Ø	再生可能エネルギーの固定価格買取制度により木
質バイオマス発電施設が各地で稼働

Ø	原料の製造から最終的な燃料利用に至るまでの温
室効果ガス排出量の総量（ライフサイクルGHG）削減の観点等から、地域の森林資源を熱利用・
熱電併給により持続的に活用する「地域内エコシステム」の構築を推進　

コラム：木質バイオマスエネルギーの利用量を分析

2．木材利用の動向

第Ⅲ章　木材需給・利用と木材産業
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注１： 国土交通省 「建築着工統計調査（令和２年度）」のデータを基に林野
庁が試算。

　２： 「木造」とは、建築基準法第2条第5号の主要構造部（壁、柱、床、はり、
屋根又は階段）に木材を利用したものをいう。建築物の全部又はその
部分が2種以上の構造からなるときは、床面積の合計のうち、最も
大きい部分を占める構造によって分類する。

　３： 木造率の試算の対象には住宅を含む。また、新築、増築、改築を含
む（低層の公共建築物については新築のみ）。

　４： 「公共建築物」とは国及び地方公共団体が建築する全ての建築物並び
に民間事業者が建築する教育施設、医療・福祉施設等の建築物をいう。

資料： 林野庁プレスリリース「令和２年度の公共建築物の木造率について」
（2022年3月23日付け）

建築物全体と公共建築物の木造率の推移
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注１：「薪炭材」とは、木炭用材及び薪用材である。
　２：いずれも丸太換算値。
資料：林野庁「木材需給表」

燃料材の国内消費量の推移
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木質バイオマスのマテリアル利用

Ø	木材の工業用素材としての利用に向けた動きが進展

Ø	軽量ながら高強度の素材であるCNF（セルロースナノファイバー）は、製造設備が各地で稼働
し、運動靴、塗料等として一部実用化

Ø	リグニンは、高付加価値材料への展開が期待される樹脂素材であり、改質リグニンの実用化に
向けた製品開発を推進

（３）消費者等に対する木材利用の普及

Ø	一般消費者を対象に木材利用の意義を普及啓発するため、2021年10月に施行された木材利
用促進法で、10月が「木材利用促進月間」として位置付けられたこと等を踏まえ、多様な主体に
よる「木づかい運動」を展開

Ø	「ウッドデザイン賞」では、木の良さや価値を再発見させる製品や取組等について、消費者目線
で評価・表彰し、2021年度は191点が受賞

Ø	子供から大人までが木の良さや利用の意義を学ぶ「木
もく

育
いく

」を推進
　　ワークショップや、関係者間のネットワーク構築等、様々な活動を実施

（１）木材産業の概況

Ø	木材・木製品製造業の付加価値額
は、2009年を底に回復傾向で推移
し、2019年は前年比3.7％増の約
87百億円

3．木材産業の動向

第Ⅲ章　木材需給・利用と木材産業

＜事例＞世界初の改質リグニン実証プラントが稼働

Ø 株式会社リグノマテリアを中心とする共同事
業体は、年間約100トンの改質リグニンを生
産する世界初の実証プラントの試験生産を開始

Ø 企業へのサンプル供給を通じ、製品開発を促
進。今後、年産数千トン規模の商用プラントを
近辺に整備することを目指す

改質リグニン実証プラント
（写真提供：（株）リグノマテリア）
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製材業

注１：従業者４人以上の事業所に関する統計。
　２： 2001年以前は「合板製造業」の額に「集成材製造業」の額が含まれる。
資料： 総務省・経済産業省「工業統計調査」（産業編及び産業別統計表）、総

務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」（産業別集計（製造業）「産
業編」）

木材・木製品製造業における付加価値額の推移
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（２）木材産業の各部門の動向

（ア）製材業

Ø	製材品出荷量は2010年以降はほぼ
横ばいで推移し、2020年は前年比
9.2％減の820万㎥
　　製材用素材入荷量の78％が国産材

（イ）集成材製造業

Ø	国内における集成材の生産量は、
2020年には174万㎥。このうち構造
用が167万㎥。集成材の製品輸入は
102万㎥で、集成材供給量全体に占め
る国産材の割合は増加傾向　

（ウ）合板製造業

Ø	普通合板の生産量は、2020年には
前年比10.1％減の300万㎥であり、
用途別では構造用が大半

Ø	合板への国産材針葉樹の利用が拡大
し、2020年には国内の合板生産にお
ける国産材割合は91％に上昇
　　輸入製品を含む合板用材需要量全体
に占める国産材割合は47％で増加傾
向

（エ）木材チップ製造業

Ø	2020年の木材チップ（燃料用チッ
プを除く。）の生産量は前年比9.7％減
の475万トン。原木以外に解体材・廃
材、工場残材等から生産。一方、木材
チップの輸入量は2020年には949万
トン

（オ）プレカット製造業

Ø	木造軸組構法におけるプレカット加
工率は2020年には93％まで拡大

（カ）木材流通業

Ø	2018年の国産原木の流通において、
素材生産者から木材市売市場等に出荷
したものは41％、木材販売業者等へ
販売されたものは19％、伐採現場等
から工場へ直送されるものは40％で
あり、直送の割合は増加傾向

第Ⅲ章　木材需給・利用と木材産業
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資料：農林水産省「木材需給報告書」

国内の製材工場における原木入荷量と国産材の割合
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注１： 「国内生産（国産材）（～H28）」と「国内生産（輸入材）（～H28）」
は集成材原材料の地域別使用比率から試算した値。

　２： 「製品輸入」は輸入統計品目表第4412.10号910、第4412.94号
120、190、第4412.99号120～190、第4418.91号291、第
4418.99号231～239の合計。   

　３： 計の不一致は四捨五入による。
資料： 国内生産の集成材については、平成28（2016）年までは、日本集

成材工業協同組合調べ。平成29（2017）年以降は、農林水産省「木
材需給報告書」。「製品輸入」については、財務省「貿易統計」。

集成材の供給量の推移
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資料：林野庁「木材需給表」

合板用材の供給量の推移
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（１）国有林野の分布と役割

Ø	国有林野（758万ha）は、我が国の国土面積の約２割、森林面積の約３割を占め、奥地脊
せき

梁
りょう

山
地や水源地域に広く分布しており、国土の保全、水源の涵

かん

養等の公益的機能を発揮

Ø	また、人工林、原生的な天然林等の多様な生態系を有し、希少種を含む様々な野生生物の生育・
生息の場であるとともに、保健休養や森林との触れ合いの場を提供

（２）国有林野の管理経営の基本方針

Ø	国有林野は重要な国民共通の財産であり、国有林野事業として一元的に管理経営

（１）公益重視の管理経営の一層の推進

Ø	個々の国有林野を、重視すべき機能に応じて「山
地災害防止」「自然維持」「森林空間利用」「快適環
境形成」「水源涵

かん

養」の５つのタイプに区分し管理
経営

Ø	機能に応じた多様で健全な森林づくりを進める
ため、複層林や針広混交林へと誘導していく施業
や伐採年齢の長期化等への取組を推進

Ø	国有林野の約９割は「水源かん養保安林」等の
保安林であり、国民の安全・安心の確保のため、
治山事業により荒廃地の整備や災害復旧等を実施

Ø	大規模な災害復旧については、民有林でも直轄
で復旧事業を実施したほか、被災した地方公共団
体に対する技術者の派遣等の協力・支援を実施

Ø	森林吸収源対策として、間伐等の森林整備、森
林土木工事等における木材利用等を推進

１．国有林野の役割

２．国有林野事業の具体的取組

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

機能類型区分ごとの管理経営の考え方

機能類型区分 管理経営の考え方
山地災害防止
タイプ

147万ha
根や表土の保全、下層植生の発
達した森林の維持

自然維持
タイプ

171万ha

良好な自然環境を保持する森
林、希少な生物の生育・生息に
適した森林の維持

森林空間利用
タイプ

46万ha

保健・文化・教育的利用の形態
に応じた多様な森林の維持・造
成

快適環境形成
タイプ

0.2万ha

汚染物質の高い吸着能力、抵抗
性がある樹種から構成される森
林の維持

水源涵
かん

養
タイプ

394万ha

人工林の間伐や伐期の長期化、
広葉樹の導入による育成複層林
への誘導等を推進し、森林資源
の有効活用にも配慮

　注：面積は、2021年４月１日現在の数値。
資料： 農林水産省「令和２年度　国有林野の管理経営に

関する基本計画の実施状況」
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Ø	生物多様性の保全を図るため、
「保護林」や「緑の回廊」を設定。希
少な野生生物の保護、シカ等の鳥
獣による森林被害への対策等を実
施

Ø	我が国の世界自然遺産（「知
しれ

床
とこ

」、
「白

しら

神
かみ

山
さん

地
ち

」、「屋
や

久
く

島
しま

」、「小
お

笠
がさ

原
わら

諸
しょ

島
とう

」、「奄
あま

美
み

大
おお

島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
じま

北
ほく

部
ぶ

及び西
いり

表
おもて

島
じま

」）の陸域の86％
は国有林野

Ø	「公益的機能維持増進協定」によ
り、国有林に隣接・介在する民有
林を一体的に整備・保全
　　2021年３月末現在までに20
件（595ha）の協定を締結

（２）�森林・林業の再生への
貢献

Ø	国有林野事業の組織、技術力及
び資源を活かし、コンテナ苗の活
用や伐採と造林の一貫作業システ
ム等、林業の低コスト化に向けた技術を普及

Ø	ドローンや ICTを活用した、効率的な森林管理や木材生産等について実証・普及　

Ø	地域における施業集約化の取組を支援するため、民有林と連携して全国166か所に「森林共同
施業団地」を設定し、国有林と民有林を接続する路網整備や森林施業等を実施

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

　注：令和３（2021）年３月末現在。
資料：農林水産省「令和２年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」
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   保護林
   緑の回廊
   上記以外の国有林野

「保護林」と「緑の回廊」の位置図

（ha）

H20
（2008）

21
（09）

22
（10）

23
（11）

24
（12）

25
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26
（14）

27
（15）

28
（16）
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（17） （年度）30

（18）
2

（20）
R1
（19）

0
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1,200
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3,200
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4,400

1 8 48 45 181 191
452

1,232
1,569

4,396

3,360
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664

資料：林野庁業務課調べ。

（万ha） （箇所数）

H21
（2009）

22
（10）

23
（11）

24
（12）

25
（13）

26
（14）

28
（16）

2
（20）

R1
（19）

30
（18）

29
（17）

27
（15） （年度）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

46

75

104 124

137

154
164 164 168 167163 166

3
7 6

12

8

16

10

19

12

20 21
24

38

21

38

22

39
434342

232324

36

面積
うち国有林野
箇所数（右軸）

　注：各年度末の数字。事業が終了したものは含まない。
資料： 農林水産省「令和２年度　国有林野の管理経営に関する基

本計画の実施状況」

国有林野におけるコンテナ苗の植栽面積の推移 森林共同施業団地の設定状況
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Ø	製材・合板工場等と協定を締結し、国
有林材を安定供給する「システム販売」を
実施（2020年度は国有林からの素材販売
量の61％）

Ø	効率的かつ安定的な林業経営の育成を
図るため、国有林野の一定区域において、
公益的機能を確保しつつ、一定期間、安
定的に樹木を採取できる権利を設定する
「樹木採取権制度」のパイロット的な取組
を推進

（３）�「国民の森
も

林
り

」としての管理経営等
Ø	森林環境教育や森

も

林
り

づくり等に取り組む多
様な主体に対して、「遊

ゆう

々
ゆう

の森」、「ふれあい
の森」、「木の文化を支える森」、「法人の森

も

林
り

」等を設定し、フィールドを提供。また、
地域の関係者や自然保護団体等と連携した
「モデルプロジェクト」を実施　　

Ø	地方公共団体や地元住民等に対して国有林
野の貸付け等を実施。また、「レクリエーショ
ンの森」（自然休養林など６種類）においては、
地域関係者と連携して管理運営

Ø	「レクリエーションの森」のうち特に観光資
源としての潜在的魅力がある93か所を「日

にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林」として選定してお
り、標識類等の多言語化、施設整備等の重点
的な環境整備やウェブサイト等による情報発
信の強化に向けた取組を実施

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

＜事例＞ 低コスト造林技術の実証と民有林への普及

Ø 九州森林管理局では、2017年度に熊本
南部森林管理署管内にて「低コストモデル
実証団地」を設定
　　2021年度までの5年間を試験期間とし
て、研究機関と連携し実証試験を実施

Ø 70～100cm程度の苗の活用により下刈
りを省略できる可能性や、下刈りの刈る高
さを高くすることでシカ被害に加えて植栽
木の誤伐を低減できる可能性が示唆され、
経過観察等を継続
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30
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61

269

164

　注：各年度末の値。
資料：2013年度までは、林野庁業務課調べ。2014年度以降は、農

林水産省「令和２年度　国有林野の管理経営に関する基本計
画の実施状況」。

国有林野からの素材販売量の推移

試験地全体の様子

然別自然休養林

焼走り
自然観察教育林

野反自然休養林

近江湖南アルプス
自然休養林 千本山風景林

森林管理局 箇所数 代表例
北海道 20 ポロト、然

しかり
別
べつ

、えりも、ニセコ・神
しん

仙
せん

沼
ぬま

東北 11 白
しら

神
かみ

山地・暗
あん

門
もん

の滝、焼
やけ

走
はし

り、温
ぬく

身
み

平
だいら

関東 15 奥
おく

久
く

慈
じ

、野
の

反
ぞり

、高
たか

尾
お

山
さん

中部 10 戸
と

隠
がくし

・大
おお

峰
みね

、駒
こま

ケ
が

岳
たけ

、赤
あか

沢
さわ

、御
おん

岳
たけ

近畿中国 20 安
あ た か

宅林
ばやし

、近
お う み

江湖
こ

南
なん

アルプス、嵐
あらし

山
やま

、高
たか

取
とり

山
やま

四国   5 剣
つるぎ

山
さん

、工
く

石
いし

山
やま

、千
せん

本
ぼん

山
やま

九州 12 くまもと、宮崎、猪
いの

八
は

重
え

の滝、屋
や

久
く

島
しま

注：各森林管理局の管轄区域における箇所数である。

「日
にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林」の例
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（１）東日本大震災からの復興に向けて

Ø	2011年に発生した東日本大震災では、強い揺れや大規模な津波による被害に加え、東京電力
福島第一原子力発電所の事故被害が発生

Ø	2011年から復興期間を10年間として取組を推進。2021年３月に「「第２期復興・創生期間」
以降における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定

（２）森林等の被害と復旧・復興

Ø	東日本大震災により、15県で林地荒廃（458か所）、治山施設被害（275か所）、林道施設被害
（2,632か所）、森林被害（1,065ha）等が発生

Ø	林地荒廃等の被害箇所は、これまで国が災害復旧事業等を採択した591か所について、2021
年度までに事業が完了

Ø	津波により被災した海岸防災林は、要復旧延長約164㎞のうち、約153㎞で植栽等の工事が
完了（2021年度末時点）し、健全な生育を促す保育作業を継続的に実施
　　福島県における植栽未完了部分については、関係機関と調整しつつ、早期完了に向けて計画的
に事業を実施

（３）林業・木材産業の被害と復旧状況

Ø	東日本大震災により、木材加工流通施設115か所や特用林産施設等476か所が被災
　　太平洋沿岸地域の大規模な合板工場・製紙工場が被災、合板用材や木材チップの流通が停滞

１．復興に向けた森林・林業・木材産業の取組

第Ⅴ章　東日本大震災からの復興

＜事例＞ 海岸防災林の保育管理や活用に向けた取組

Ø 海岸防災林の重要性を幅広い世代に知ってもらうた
め、2021年に「みやぎ海岸防災林・森林づくり協議会」
を設立

Ø さらに、「みやぎグリーンコーストプロジェクト」では、
地域づくり研修会やバスツアー等を行い、海岸防災林の
保育管理や活用に向けた取組を推進

バスツアー開催状況
（写真提供：宮城県）
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Ø	岩手、宮城、福島の３県における素材生産
や木材製品の生産は、震災前の水準に回復

Ø	被害を受けた木材加工流通施設のうち復旧
する方針となった98か所については、2014
年までに復旧が完了し操業を再開

（４）�復興への木材の活用と森林・
林業・木材産業の貢献

Ø	応急仮設住宅のうち４分の１以上（約１万 
５千戸）が木造。大規模災害後に木造応急仮
設住宅を速やかに供給するため、全国で災害
協定の締結が進展

Ø	津波の危険性がない地域では、災害公営住
宅等の木造での整備を促進するとされてお
り、2020年12月末時点で、災害公営住宅
の約25％が木造で建設

Ø	復興に当たって、木質バイオマスを含む再生可能エネルギーの導入を促進。各県で木質バイオ
マス関連施設が稼働

（１）森林の放射性物質対策

Ø	福島県の森林内の空間線量率は年月の
経過とともに低下し、帰還困難区域やそ
の周辺の一部を除き、おおむね素材生産
が可能

Ø	森林内の放射性物質の分布状況の推移
等について継続的に調査・研究を実施
　　得られた知見に基づき情報提供や普及
啓発活動を実施

Ø	森林の多面的機能の維持・増進や林業
の再生を図るため、2013年度から間伐等
の森林整備と、その実施に必要な放射性
物質対策を推進する実証事業を実施。加
えて、2016年に、復興庁、農林水産省及
び環境省で取りまとめた「福島の森林・林
業の再生に向けた総合的な取組」に基づ
き、住居周辺の里山の再生や林業再生に
向けた取組及び情報発信等の取組を実施

２．原子力災害からの復興

第Ⅴ章　東日本大震災からの復興

　注：平成29（2017）年値から素材生産量にLVL用の単板製
造用素材を含む。

資料：農林水産省「木材需給報告書」
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808

578

1,489

2,962

833

610

1,519

2,784

853

576

1,355

福島県 宮城県 岩手県 福島県 宮城県 岩手県

岩手県、宮城県、福島県における素材生産量の推移

福島県の森林内の空間線量率の推移

　注： 放射性セシウムの物理減衰曲線とモニタリング実測（福島県
の森林内362か所の平均値）の関係

資料： 福島県「森林における放射性物質の状況と今後の予測につ
いて」（令和2（2020）年度）
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Ø	林内作業者の放射線安全・安心対策の取組を推進。林内作業者の放射線安全・安心対策に向け、
作業時の留意事項等をまとめるとともに、被ばく低減方法等を検証
　　2016年に林内作業者向けのガイドブックを作成

Ø	消費者に安全な木材製品等を供給するため、木材製品や作業環境等に係る放射性物質の調査・
分析、木材製品等の安全証明体制の構築等に対して支援

Ø	燃料や堆肥等に利用されていた樹皮（バーク）は、放射性物質の影響により製材工場等に一時
滞留したが、2013年度から廃棄物処理場での処理等の支援により、その保管量は減少

Ø	放射性物質の影響等により、しいたけ等原木の生産量が大幅に減少し、原木となる広葉樹の伐
採・更新が進んでいないことから、原木林資源の循環利用を図るため、関係者と連携し「里山・
広葉樹林再生プロジェクト」を立ち上げ、広葉樹林の計画的な再生に向けた取組を推進

（２）安全な特用林産物の供給

Ø	2022年３月30日現在、特用
林産物22品目に出荷制限

Ø	2013年に「放射性物質低減の
ための原木きのこ栽培管理に関す
るガイドライン」を策定。これに
沿った栽培管理を行い、基準値を
超えるきのこが生産されないと判
断された場合、ほだ木のロット単
位できのこの出荷が可能

Ø	風評の払拭に向け、放射性物質
の検査結果等を迅速に発信

Ø	原木しいたけの生産は現在も回
復していない一方、菌床しいたけ
の生産はおおむね震災前の水準に
まで回復

Ø	2015年に「野生のきのこ類等の出荷制限解除に向けた検査等の具体的運用について」を通知。
野生きのこの出荷制限の解除は進みつつある一方、近年でもいくつかの品目に新たに出荷制限

Ø	2021年から、県が定めた出荷・検査方針により、きのこ・山菜類等を適切に管理・検査する
体制が整備された場合は、非破壊検査により基準値を下回ったものが出荷可能となり、一部地域
においてまつたけの出荷が再開

（３）損害の賠償

Ø	林業関係では、避難指示等に伴い事業に支障が生じたことによる減収、原木しいたけの栽培管
理に必要な追加的経費等について、東京電力による賠償。このほか、2015年３月からは避難指
示区域外の福島県内の立木についても財物賠償を請求受付　

第Ⅴ章　東日本大震災からの復興

H22
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（14） （年）

（トン）

原木しいたけ
菌床しいたけ
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12,439

28,226

40,664

10,213

23,415

33,628

5,968

21,907

27,875

5,274

23,632

28,906

4,994

23,734

28,729

5,336

24,666

30,002

5,344
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31,041
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26,076
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4,911

27,095

32,005

4,770

29,118

33,889

4,575

30,753

35,327

注１： 17都県とは、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、東京、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡。

　２：乾しいたけは生重量換算値。
資料：林野庁「特用林産基礎資料」

東日本地域（北海道を除く17都県）における
しいたけ生産量の推移
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概説
　・・施策の背景、財政措置、税制上の措置、金融措置、政策評価

Ⅰ　森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
　・・適切な森林施業の確保
　・・面的なまとまりをもった森林管理
　・・再造林の推進
　・・野生鳥獣による被害への対策の推進
　・・適切な間伐等の推進
　・・路網整備の推進
　・・複層林化と天然生林の保全管理等の推進
　・・カーボンニュートラル実現への貢献
　・・国土の保全等の推進
　・・研究・技術開発及びその普及
　・・新たな山村価値の創造
　・・国民参加の森

も

林
り

づくり等の推進
　・・国際的な協調及び貢献

Ⅱ　林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
　・・望ましい林業構造の確立
　・・担い手となる林業経営体の育成
　・・人材の育成・確保等
　・・林業従事者の労働環境の改善
　・・森林保険による損失の補塡
　・・特用林産物の生産振興

Ⅲ　林産物の供給及び利用の確保に関する施策
　・・原木の安定供給
　・・木材産業の競争力強化
　・・都市等における木材利用の促進
　・・生活関連分野等における木材利用の促進
　・・木質バイオマスの利用
　・・木材等の輸出促進
　・・消費者等の理解の醸成
　・・林産物の輸入に関する措置

Ⅳ　国有林野の管理及び経営に関する施策
　・・公益重視の管理経営の一層の推進
　・・森林・林業の再生への貢献
　・・「国民の森

も

林
り

」としての管理経営と国有林野の活用

Ⅴ　その他横断的に推進すべき施策
　・・デジタル化の推進
　・・新型コロナウイルス感染症への対応
　・・東日本大震災からの復興・創生

Ⅵ　団体に関する施策

「令和４年度　森林及び林業施策」の構成
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第一・二部農水省用

令和３年度
森林及び林業の動向

令和４年度
森林及び林業施策

概要

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
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